
 

 

 

「経営者保証に関するガイドライン」についてのご説明 

 

岩手県農業信用基金協会 

 

「経営者保証に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）とは、経営者保証（中

小企業の経営者等による個人保証）における合理的な保証契約の在り方を示すとともに、主

たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして「経

営者保証に関するガイドライン研究会」（全国銀行協会及び日本商工会議所）が策定したもの

です。 

当協会では、個人保証契約について、ガイドラインを遵守して取り扱うこととしております。 

 

○ 経営者保証は、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権保全等の必要性等の観点か

ら、中小企業の皆様の資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。一方、ガイドラ

インでは、主たる債務者において以下のような点が将来に亘って充足すると見込まれる場

合には、金融機関（保証機関を含む。以下同じ）は主たる債務者の経営状況、資金使途、

回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能

を代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえた上で検討

することとされています。 

ａ 法人の事業資産と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている 

ｂ 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない 

ｃ 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る 

ｄ 法人から適時適切に財務情報等が提供されている 

ｅ 経営者等から十分な物的担保の提供がある 

そこで、当協会では、お客様ごとにガイドラインに定められた事項等を総合的に勘案して、

保証契約の必要性を検討させていただいております。 

 

○ 原則として、保証債務の履行請求時には、一律に保証金額全額に対して行うものではな

く、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、請求の範囲を検討いたします。ま

た、保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理に則った整理を申し立てた場合には、

金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとされてお

り、当協会の債務保証委託契約（覚書）にはその旨が規定されています。 

 

○ 保証契約の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性が

ありますので、ご相談等により保証契約の必要性を再度判断いたします。 


